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　健康増進法の一部を改正する法律（改正法、
2018年７月25日公布）の施行日に関する政令が
2019年１月17日の官報に広報されました（図１）。
　「法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期

日は平成三十一年一月二十四日とし、同条第三号
に掲げる規定の施行期日は同年七月一日とする」
と記載されています。改正法の附則は以下のとお
りです。

シ リ ー ズ 企 画

オリンピックと屋内全面禁煙法・条例（その53）
「健康増進法の一部を改正する法律の一部の
施行期日を決める政令」により改正法の一部が
１月24日に施行され、屋外と家庭の受動喫煙
対策が強化されます
�  

北九州市医師会広報委員会委員　　　　
産業医科大学産業生態科学研究所　　　
　　　　　　健康開発科学研究室　教授

　　大和　浩

図１．官報に示された改正健康増進法の施行日
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　附則（平成三〇年七月二五日法律第七八号）  
　　　　抄
（施行期日）
第一�条　この法律は、平成三十二年四月一日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規
定は、当該各号に定める日から施行する。

一　附則第七条の規定　公布の日
二　�第一条及び附則第十一条の規定　公布の
日から起算して六月を超えない範囲内に
おいて政令で定める日

三　�第二条並びに附則第五条第一項及び第六
条の規定　公布の日から起算して一年六
月を超えない範囲内において政令で定め
る日

　改正法の第一条は、平成15（2003）年に施行され
た健康増進法に追加された以下の部分です（一部
省略）。

（受動喫煙に関する調査研究）
第二�十五の六　国は、受動喫煙に関する調査研

究その他の受動喫煙の防止に関する施策
の策定に必要な調査研究を推進するよう
努めなければならない。

第六章
第二�十五条　国及び地方公共団体は、望まない

受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関す
る知識の普及、受動喫煙の防止に関する意
識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の
整備その他の受動喫煙を防止するための
措置を総合的かつ効果的に推進するよう
努めなければならない。

第二�十五条の二　国、都道府県、市町村、多数の
者が利用する施設（敷地を含む）を管理す
る者その他の関係者は、望まない受動喫煙
が生じないよう、受動喫煙を防止するため
の措置の総合的かつ効果的な推進を図る
ため、相互に連携を取りながら協力するよ
うに努めなければならない。

（喫煙をする際の配慮義務等）
第二�十五条の三　何人も、喫煙をする際、望ま

ない受動喫煙を生じさせることがないよ
う周囲の状況に配慮しなければならない。

　２�　多数の者が利用する施設を管理する者
は、喫煙をすることができる場所を定めよ
うとするときは、望まない受動喫煙を生じ
させることがない場所とするよう配慮し
なければならない。

（定義）
第二�十五条の四　一　たばこ　たばこ事業法

に掲げる製造たばこであって、喫煙用に供
されるもの及び製造たばこ代用品をいう。

　二�　喫煙　人が吸入するため、たばこを燃焼
させ、又は加熱することにより煙（蒸気を
含む）を発生させることをいう。

　三�　受動喫煙　人が他人の喫煙によりたば
こから発生した煙にさらされることをい
う。

　「平成三〇年七月二五日」から「六月を超えない
範囲内」として政令により「平成三十一年一月二四
日」に施行され、また、厚生労働省HP「受動喫煙対
策」の「改正法の体系」の右端にそれぞれの施行日
が記入されました（図２）。
　第二条の第一種施設（学校・病院・行政機関等）は
2019年７月１日（ラグビーワールドカップの前）、
第二種施設（事務所、工場、ホテル、飲食店等）は
2020年４月１日（東京五輪大会の前）に設定され
ています。また、残念なことですが、赤い矢印で示
しているように「国会、裁判所」には喫煙専用室を
残しても良いことも示されました。「タバコを奨励
し、過度な喫煙規制に反対」する280人の国会議員
が参加する「たばこ議員連盟」が頑張っているので
仕方がありません。
　今回話題にしたいのは、一番下の赤点線枠の部
分です。法律には「（喫煙をする際の配慮義務）」と
しか書かれていませんが、「改正法の体系」には以
下の様に具体的に記載されています。

屋外や家庭など：喫煙を行う場合は周囲の状況に
配慮
（例）�できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙を

するように配慮。
　　　�子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集

まる場所や近くにいる場所等では喫煙をし
ないよう配慮。
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　すでに多くの自治体が条例で路上の喫煙を禁止
しています。ところが、現状ではコンビニエンスス
トアの前の灰皿が受動喫煙の原因になっていま
す。筆者らの調査では屋外の喫煙コーナーから25

メートル離れていても受動喫煙が発生することが
分かっています（図３）。つまり、改正法の精神から
みれば、店頭に灰皿を置くことは「状況に配慮」し
ていないことになるのです。

図２．改正健康増進法の体系（厚生労働省HPより）
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図３．風下25メートル離しても発生する受動喫煙
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　昨年12月、改正法を先取りする画期的な出来事
がありました。セブンイレブンが都内の店舗に対
して店頭灰皿の撤去を要請したのです（図４）。記
事によれば、直営店ではすでに灰皿は撤去済みで、
フランチャイズの2,630
店 の う ち 灰 皿 が あ る
1,000店への要請であっ
たとのこと（置いていな
い店舗の方が多いことが
意外でした）。ファミリー
マートもローソンも同様
の方針のようです。
　この動きを都内にとど
まらせず、全国に拡散さ
せるよう各コンビニの本
部に要請せねば、という
ことを考えていたら、折
尾駅と産業医大の間の学
園大通りのファミリー
マートの店頭の灰皿が12
月に消えました。店員に
理由を尋ねたところ「２
階の学習塾から『子ども
の受動喫煙』の苦情が
あった」とのこと（図５）。
　筆者らの調査で、集合
住宅のベランダで喫煙し
た場合、上のフロアの部
屋の中にまで煙が入って
いくことを確認していま
す（図６）。
　２階が住居等になって
いるコンビニがあれば

「上の階に住む者だが子
どもの喘息が悪化…」な
どの理由をつけて苦情を
申し入れてみましょう

（診断書を求められるこ
とはないと思います）。多
数の苦情が本部に届け
ば、改正法で「配慮せねば
ならない」とされている
のですから「全国で一斉

撤去」に繋がると思います。
　心配されていたポイ捨て状況を折尾駅に行くた
びに観察していますが、吸い殻は落ちていないこ
との方が多く、落ちていても２〜３本です。結局、

図４．セブンイレブンが都内の店舗に灰皿撤去を要請
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図５．折尾学園大通りのコンビニから消えた灰皿

図６．上階へ拡散するタバコ煙
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そこに灰皿があったから
立ち止まって喫煙してい
たのです。灰皿がなければ
人通りが多い場所で吸う
のは憚られる時代になっ
たのです。
　そもそも北九州市では
平成21（2009）年に施行さ
れた「迷惑行為禁止条例」
によりすべての路上で喫
煙をしないことが努力義
務となっています（過料が
発生するのは小倉と黒崎
の繁華街のみですが）。と
ころが、いつの間にか加熱
式タバコは「燃焼していな
い」という理由で規制対象
外とされています（図７）。
改正法では加熱式タバコ
の二次曝露（受動喫煙）も
規制対象です。「神奈川県
公共的施設における受動
喫煙防止条例」と同様の規
制を本市安全安心推進部
に求めたいと思います（図
８）。実際、加熱式を使用し
ながら小倉の街を歩いて
いる人を見かけることが
多くなってきましたので。

図７．中途半端な北九州市条例

図８．神奈川県条例のQ&A（平成30年追加）
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　最後に一言、平成29（2017）年、本市医師会では
小倉祇園などのお祭りや地域のイベントで指導者
や管理者が子どもの前で喫煙することを問題視

し、「北九州市医師会『受動喫煙防止宣言』」を発し
ています（図９）。行政と医師会が共同して受動喫
煙対策をさらに進めていきましょう。

図９


